
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業年度を変更した場合の注意点              

Ｑ：このたび、会社の事業年度を変更しま

した。税務上、注意する点はありますか？ 

                                              

Ａ：次のようなことに注意してください。 

【解説】 

法人が、定款に定める会計期間を変更した

場合は、その変更前と後の会計期間を遅滞な

く、所轄税務署長に届け出なければなりませ

ん。 

また、このような場合において、１年未満

の事業年度となったときは、次の取扱いに注

意してください。 

 ①中小企業者の軽減税率適用所得金額800万

円の按分計算 

 ②貸倒引当金の貸倒実績率の計算 

 ③交際費課税制度の800万円の定額控除の按

分計算 

 ④減価償却費の償却率等の計算 

 ⑤特定同族会社の留保金課税の所得区分等の

按分計算 

 ⑥雇用促進税制の比較給与等支給額の計算 

 ⑦所得拡大促進税制の基準雇用者給与等支給

額、比較雇用者給与等支給額等の計算 

 ⑧国内設備投資促進税制の比較取得資産総額

の計算 

 ⑨研究開発税制の比較試験研究費、基準試験

研究日等の計算 

 ⑩公益法人等の寄附金の損金不算入200万円

の按分計算 
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